


２ 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに福祉用具購入費等を福祉用具
購入費等受領委任払事業者登録申請書で指定する預金口座に振り込むものとする。 

（不正受給） 
第６条 市長は、事業者が受領委任の方法によって、不正に福祉用具購入費等を受給したこ

とを確認したときは、その費用の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

 附 則 
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附 則 
この要綱は、平成２４年１１月１２日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３０年６月１１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 












